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1 決算概要

　平成27年度の普通会計歳入決算額は、市税収入の減少などの影響により、前年度比
0.1％減の60,686百万円となったが、歳出決算額は、前年度から微増の60,284百万円と
なった

　財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、義務的経費である人件費や扶助費などの
増加により、前年度から1.1ポイント増加し、94.8％となった
（26年度：93.7％、27年度：94.8％）

　歳入の要である市税収入は、前年度から446百万円減の23,326百万円となった

　社会保障制度に基づく福祉サービスの提供に直接必要な経費である扶助費は、前年度
から500百万円増の17,743百万円となった

　災害復旧費は、平成24年8月13日・14日京都府南部地域豪雨からの災害復旧などの影
響により、前年度から508百万円減の127百万円となった

　市債現在高は、市債発行額などの影響により、前年度から760百万円減の45,000百万円
となった

＜普通会計＞
　地方公共団体は一般会計の他に特別会計を設置していますが、それぞれの会計名称
や範囲などは各地方公共団体によって異なっています。
　当該資料では、他都市との比較を行うために、一般会計と特別会計のうち、公営企業・
収益事業会計などに属するものを除いた「普通会計」という統一的な会計区分を用いて
います。

■ 歳入・歳出決算額の推移 ■

  平成27年度の普通会計歳入決算額は前年度比0.1％減の60,686百万円、歳出決算額は
前年度から微増の60,284百万円となりました。
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■ 平成27年度　普通会計決算収支 ■
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※四捨五入の影響により、差引後の数値が一致しない場合があります。

■ 実質収支・単年度収支・経常収支比率の推移 ■

　財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は、義務的経費である人件費や
扶助費などの増加により、前年度から1.1ポイント増加し、94.8％となりました。依然として
90％を超える水準にあることから、財政構造の硬直化の傾向は変わっていません。
　単年度収支については、6年連続の赤字となりました。

＜実質収支＞
　歳入と歳出の差引額（形式収支）から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した額です。

＜単年度収支＞
　当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額です。
　当該年度だけの収支が把握できます。

＜経常収支比率＞
　毎年度経常的に入ってくる歳入に対して、毎年度経常的に支払う歳出がどれぐらいの割合
かを示すもので、財政構造の弾力性を判断する指標として用いられます。
　都市にあっては75％が妥当と考えられています。
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■ 歳入決算額の推移 ■

　平成27年度の歳入決算額は前年度比0.1％減の60,686百万円となりました。

　歳入の要である市税収入は、前年度から446百万円減の23,326百万円となりました。

　国・府支出金は、生活保護費負担金や宇治川太閤堤跡歴史公園整備事業費補助金
などの影響により、前年度比5.6％増の15,681百万円となりました。

　市債は、臨時財政対策債発行額などの影響により、前年度比23.6％減の4,269百万円
となりました。

　その他は、地方消費税交付金などの影響により、前年度比11.0％増の10,688百万円
となりました。
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■ 自主財源と依存財源の推移 ■

　歳入は財源の自主性を基準に、自主財源と依存財源に区別することができます。自主財源
とは市税、使用料、手数料など地方公共団体が自主的に収入することができる財源をいい、
自主財源の多寡は行政運営の自主性・安定性を確保しうるかどうかの判断基準となります。
　平成27年度は、市税などの影響により、自主財源が前年度から875百万円減の29,354百万
円になるとともに、歳入全体に占める割合は、48.4％となり、3年連続で50％を下回りました。

【平成26年度　歳入額に占める自主財源の割合】（府内14市平均および類団平均との比較）

　歳入額に占める自主財源の割合を類似団体（類団）などと比較した場合、宇治市は府内14
市平均の42.6％より高い水準にはあるものの、類団平均の52.3％と比べると低い水準となっ
ています。

＜類似団体（類団）との比較について＞
　本市の決算状況と比較・分析するため、類似団体（以下類団）の各決算状況の平均値を記
載しています。類団とは、毎年度地方公共団体からの報告に基づいて総務省が作成する都
道府県財政指数表および類似団体別市町村財政指数表における、人口や産業構造によって
分類された団体区分に基づく同一区分帯に属する団体をいいます。　
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■ 歳出決算額（性質別）の推移 ■

　性質別経費とは、経費の性質を基準として分類するもので、人件費・扶助費・公債費・投資的
経費などがあります。
　人件費・扶助費は増加しており、人件費・扶助費・公債費の合計である義務的経費の歳出全
体に占める割合は、増加傾向にあります（「6　義務的経費」参照）。
　投資的経費は、宇治中学校改築事業や河川等災害復旧事業などの影響により、前年度比
25.3％減の3,902百万円となりました。

＜人件費＞
　報酬、給料、退職手当など、行政委員や職員などの勤務に関して必要な経費です。

＜扶助費＞
　社会保障制度の一環として、各種法令や市独自の制度に基づいて行う福祉サービスの
提供に直接必要な経費です。

＜公債費＞
　市債の返済に要する経費で、市債の返済金とその利子です。

＜投資的経費＞
　支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される
経費です。
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■ 歳出決算額（目的別）の推移 ■

　目的別経費とは、経費を行政目的ごとに分類するもので、民生費・衛生費・土木費・教育費
などがあります。
　民生費は、民間保育所運営費、生活保護費や障害者訓練等給付費などにより、前年度比
1.4％増の27,542百万円となり、歳出に占める割合は45.7％となりました。
　土木費は、(仮)宇治川太閤堤跡歴史公園交流ゾーン整備事業などにより、前年度比7.8％増
の7,376百万円となりました。
　災害復旧費は、平成24年8月13日・14日京都府南部地域豪雨にかかる河川等災害復旧事業
などの影響により前年度比80.0％減の127百万円となりました。

＜民生費＞
　障害者・高齢者や児童などの社会福祉や、生活保護などにかかる経費です。

＜衛生費＞
　各種健康診査、予防接種、斎場運営、環境対策、ごみ収集・処理などにかかる経費です。

＜土木費＞
　道路や排水路、公園、市営住宅など都市の基盤整備や維持にかかる経費です。

＜教育費＞
　小・中学校、幼稚園などの管理運営にかかる経費や耐震化・大規模改修などにかかる
経費です。
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2 市税

　法人市民税が前年度から341百万円減の1,466百万円となり、市税全体では、前年度比
1.9％減の23,326百万円となった

　市税収入率は、前年度から0.4ポイント増加し、95.7％となった

■ 市税収納額と市税収入率の推移 ■

【市民一人あたりの市税の推移】（府内14市平均および類団平均との比較）
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3 地方交付税

　地方交付税は、前年度比2.4％減の6,722百万円となり、歳入全体に占める割合は11.1％となった
（26年度：6,887百万円、27年度：6,722百万円）

＜地方交付税＞
　地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画
的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税およびたばこ税の
それぞれ一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付する税です。
　普通交付税と特別交付税があります。

＜普通交付税＞
　財源不足団体（基準財政需要額が基準財政収入額を上回る地方公共団体）に対し交付
されます。

＜特別交付税＞
　特別の財政事情（台風・地震などの災害に対する財政需要など）に対して交付されます。

＜基準財政需要額＞
　各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を運営し、又は施設を維持す
るための財政需要を一定の方法によって算出した額です。

＜基準財政収入額＞
　各地方公共団体の財源を合理的に測定するために、標準的な状況において収入が見込
まれる税収入等を一定の方法によって算出した額です。

【平成27年度　地方交付税の内訳】

百万円

地方交付税（普通交付税＋特別交付税）
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■ 歳入と地方交付税の推移 ■

　歳入全体に占める地方交付税の割合は、11.1％となりました。

■ 地方交付税および臨時財政対策債発行額の推移 ■
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【財政力指数の推移】（府内14市平均および類団平均との比較）

【平成26年度　財政力指数の比較】（府内14市および類団平均との比較）

＜財政力指数＞
　財政力指数は、標準的な行政活動を行うために必要な一般財源に対する市税等の割合
を示す指数のことで、普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除
して得た数値の過去3ヵ年平均値です。
　この数値が大きいほど財政力が強いとされており、1未満の団体には普通交付税が交付
されます。
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4 市債

　市債現在高は、市債発行額などの影響により、前年度から760百万円減の
45,000百万円となり、6年ぶりの減少となった
（26年度：45,760百万円、27年度：45,000百万円）

　臨時財政対策債の現在高は、前年度から899百万円増の24,560百万円となり
市債現在高に占める割合は、前年度から2.9ポイント増の54.6％となった

　公債費は、前年度から59百万円減の5,456百万円となった
（26年度：5,515百万円、27年度5,456百万円）

＜市債＞
　市債とは、本市が資金調達のために負担する債務で、次の役割を担い、その返済が

　 一会計年度を超えて行われるものです。
　①財政支出の年度間調整　②世代間の負担の公平化　③一般財源の補完

■ 市債現在高の推移 ■

　市債現在高は、平成22年度から5年連続で増加していましたが、平成27年度は
前年度比1.7％減の45,000百万円となりました。

＜臨時財政対策債＞
　臨時財政対策債は、従来地方交付税により交付されていた地方財政の財源不足の補てん
について、その一部を市債に振り替えられたもので、通常の市債と異なり一般財源として扱
います。平成13年度から発行が認められており、元利償還金の100％が後年度の地方交付
税を算定する際に用いられる基準財政需要額に算入されます。
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■ 市債発行額の推移 ■

　市債発行額は、臨時財政対策債などの影響により、前年度から1,317百万円減の4,269百万円
となりました。

【平成26年度　標準財政規模に対する市債現在高の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

　標準財政規模に対する市債現在高の割合は、宇治市は府内で1番低い水準となりました。
引き続き市債の適正化を図り、義務的経費である公債費の圧縮を図るためにも、市債現在高
を減少させていく努力が必要です。

標準財政規模…地方公共団体が標準的な状態のとき、通常収入されるであろう一般財源の規模
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5 基金

　基金現在高は、前年度から9百万円減の9,445百万円となった
（26年度：9,454百万円、27年度：9,445百万円）

　経済状況の変動などによる財源不足に備えるための財政調整基金は、前年度から171
百万円増の2,779百万円となった（26年度：2,608百万円、27年度：2,779百万円）

■ 基金現在高の推移 ■

＜基金＞
　基金とは、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるため、もしくは定額の資金
を運用するために設けられるものです。

＜財政調整基金＞
　経済状況の変動などによる年度間の財源調整を行うために積み立てられている基金です。

＜減債基金＞
　市債の償還を計画的に行うために積み立てられている基金です。

＜特定目的基金＞
　条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、もしくは
定額の資金を運用するために設けられる資金または財産です。
　具体的には、公共施設などの建設のための基金、社会福祉の充実のための基金、災害対
応のための基金などがあります。
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【平成26年度　標準財政規模に対する基金現在高の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

【平成26年度　標準財政規模に対する財政調整基金現在高の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

　標準財政規模に対する財政調整基金現在高の割合が高ければ、経済状況の変化などに
対する対応力があるといえます。本市は、府内14市と比較すると3番目に低い水準となります。
厳しい財政状況の中ですが、基金の確保に向けた努力が必要です。

標準財政規模…地方公共団体が標準的な状態のとき、通常収入されるであろう一般財源の規模
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6 義務的経費（人件費・扶助費・公債費）

　義務的経費は、前年度比2.2％増の34,972百万円となった

　義務的経費の歳出全体に占める割合は、前年度から1.2ポイント増の58.0％となった
（26年度：56.8％、27年度：58.0％）

■ 歳出全体に占める義務的経費の推移 ■

＜義務的経費＞
　義務的経費は職員給などの人件費、生活保護や高齢者、障害福祉等の扶助費、市債の
元利償還金などの公債費からなっており、支出が義務付けられ、任意に削減できない硬直
性の強い経費です。

【歳出全体に占める義務的経費の割合の推移】（府内14市平均および類団平均との比較）

　平成27年度の歳出全体に占める義務的経費の割合は、1.2ポイント増の58.0％となりました。
府内14市平均および類団平均と比べると、高い水準で推移しており、今後も注意が必要です。
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【平成26年度　歳出全体に占める義務的経費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

■ 義務的経費（人件費・扶助費・公債費）の推移 ■

　人件費は、人事院勧告を踏まえた給与改定等の影響により、前年度比2.6％増の11,773
百万円となりました。

　扶助費は、民間保育所運営費、生活保護費や障害者訓練等給付費などの影響により
前年度比2.9％増の17,743百万円となりました。

　公債費は、前年度比1.1％減の5,456百万円となりました。市債現在高は減少したものの
今後も50億円を超える水準で推移する見込みとなっています。
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【平成26年度　歳出全体に占める人件費の割合】（府内14市および類団平均との比較）

【平成26年度　歳出全体に占める扶助費の割合】（府内14市および類団平均との比較）

【平成26年度　歳出全体に占める公債費の割合】（府内14市および類団平均との比較）

※四捨五入の影響により、足し上がりの数値が前頁と一致しない場合があります。
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■ 人件費と物件費のうち賃金の合計の推移 ■

　物件費のうち賃金は増加し続けており、前年度比3.8％増の1,042百万円となりました。
　退職金を除く人件費は、人事院勧告を踏まえた給与改定等の影響により、前年度比
2.2％増の10,928百万円となりました。

【市民一人あたりの人件費と物件費のうち賃金の合計の推移】
（府内14市平均および類団平均との比較）
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（百万円） 物件費のうち賃金 退職金を除く人件費 退職金 

12,815 
12,479 

13,548 

- 18 -



【市民一人あたりの退職金を除く人件費と物件費のうち賃金の合計の推移】
（府内14市平均との比較）

【市民一人あたりの退職金を除く人件費の推移】（府内14市平均との比較）

63,528 63,889 
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61,466 
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18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

（円） 宇治市 府内14市平均 
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54,081 

53,418 

56,051 

57,633 
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66,967 

65,704 

64,083 
62,988 

63,592 

61,695 

60,152 

63,212 

50,000

55,000
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18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

（円） 宇治市 府内14市平均 
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7 扶助費

　扶助費は、民間保育所運営費、生活保護費や障害者訓練等給付費などの影響により前年度
から500百万円増の17,743百万円となりました

■ 歳出と扶助費の推移 ■

　扶助費は、前年度比2.9％増の17,743百万円となり、歳出全体に占める扶助費の割合は前年
度から0.8ポイント増加し、29.4％となりました。
　扶助費は、平成12年度以降増加し続けており、財政を硬直化させる大きな要因のひとつとな
っています。

＜扶助費＞
　社会保障制度の一環として、各種の法令（生活保護法、児童福祉法、老人福祉法など）や
市独自の制度に基づいて、障害者、高齢者、児童などへの福祉サービスの提供に直接必要
な経費です。

10,161 10,778 11,329 12,035 
14,942 15,655 15,799 16,241 17,243 17,743 

40,999 
43,188 42,264 

46,603 
45,863 44,628 

43,020 
43,970 43,032 42,541 

19.9% 20.0% 
21.1% 

20.5% 

24.6% 
26.0% 

26.9% 27.0% 

28.6% 
29.4% 

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

扶助費 歳出（扶助費以外） 歳出全体に占める扶助費の割合 （百万円） 

51,160 

60,275 60,284 
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■ 扶助費と国保特会・老健特会・介護特会・後期高齢特会繰出金の合計の推移 ■

　平成18年度の12,964百万円に対し、平成27年度は1.7倍の22,195百万円となりました。

■ 扶助費（目的別）の推移 ■

 　社会福祉費は、臨時福祉給付金給付事業、福祉医療費支給費、障害者訓練等給付費など
の社会福祉などのための経費であり、前年度比0.6％増の4,148百万円となりました。

 　老人福祉費は、重度心身障害老人健康管理費、老人医療費支給費などの高齢者福祉のた
めの経費であり、前年度比16.4％減の555百万円となりました。

　児童福祉費は、保育所運営費、児童手当費、児童扶養手当費などの児童福祉のための経費
であり、前年度比4.2％増の8,105百万円となりました。

　生活保護費は、医療扶助費、生活扶助費、住宅扶助費などの生活保護のための経費であり、
前年度比5.8％増の4,767百万円となりました。

10,161 10,778 11,329 12,035 14,942 15,655 15,799 16,241 17,243 17,743 

903 
982 

1,058 
1,144 

1,221 
1,287 1,372 

1,444 
1,466 

1,513 

1,224 
1,394 

1,402 
1,533 1,612 

1,709 
1,761 

1,906 

1,012 
1,046 

106 

0 

888 
807 

775 
818 

959 
910 986 

996 

1,122 
1,033 

25.3% 25.2% 
27.0% 26.2% 

30.5% 
32.2% 

33.6% 33.9% 
35.8% 

36.8% 

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

（百万円） 
国保特会繰出金（基盤安定繰出金等） 

老健特会繰出金（医療費分） 

後期高齢特会繰出金（基盤安定繰出金等） 

介護特会繰出金（介護給付費繰入金等） 

扶助費 

歳出全体に占める割合 

1,701 2,017 2,312 2,654 2,918 3,088 3,281 3,524 4,122 4,148 536 566 595 634 660 664 644 634 
664 555 4,150 

4,376 
4,547 

4,607 

6,979 
7,590 7,377 7,477 

7,781 8,105 
3,627 

3,660 
3,739 

4,001 

4,230 
4,153 4,297 

4,434 
4,505 4,767 

147 
159 

136 
139 

155 
160 200 

172 
171 

168 

0
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8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000
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18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

（百万円） 
社会福祉費 老人福祉費 児童福祉費 生活保護費 その他 

22,195 21,592 

12,964 

17,743 
17,243 

10,161 
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■ 扶助費に占める各目的内訳の割合の推移 ■

　扶助費のうち児童福祉費の割合は、民間保育所運営費などの影響により、前年度から
0.6ポイント増加し、45.7％となりました。

【平成26年度　扶助費に占める各目的内訳の割合】
（府内14市平均および類団平均との比較）

　扶助費に占める各目的内訳の割合を府内14市平均と比較すると、生活保護費の割合
が高くなっており、類団平均と比較すると、児童福祉費や老人福祉費の割合が高くなって
いることがわかります。

16.7% 18.7% 20.4% 22.1% 19.5% 19.7% 20.8% 21.7% 23.9% 23.4% 

5.3% 
5.3% 5.3% 5.3% 

4.4% 4.2% 4.1% 3.9% 
3.9% 3.1% 

40.8% 40.6% 40.1% 38.3% 46.7% 48.5% 46.7% 46.0% 45.1% 45.7% 

35.7% 34.0% 33.0% 33.2% 
28.3% 26.5% 27.2% 27.3% 26.1% 26.9% 

1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 
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社会福祉費 老人福祉費 児童福祉費 生活保護費 その他 
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3.1% 3.9% 
3.9% 

1.3% 
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44.8% 
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26.9% 26.1% 22.2% 
29.3% 

0.9% 1.0% 1.6% 2.1% 
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60%
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80%

90%

100%

27宇治市 宇治市 府内14市平均 類団平均 

社会福祉費 老人福祉費 児童福祉費 生活保護費 その他 
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児童福祉費

■ 児童福祉費および0歳～12歳の人口の推移　■

　0歳～12歳の人口は、平成19年度以降年々減少し続け、平成27年度は前年度から585人
少ない21,739人となりましたが、平成27年度の児童福祉費は、保育所入所児童の増加など
により、前年度比4.2％増の8,105百万円となりました。

生活保護費

■ 生活保護費および生活保護人員の推移 ■

　生活保護人員は増加傾向が続いており、平成27年度は3,044人となり、平成18年度の1.2倍
となっています。また、生活保護費は前年度から262百万円増の4,767百万円となりました。

（人口：各年度10月1日値）
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4,767 

2,461  
2,516  2,532  
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2,881  2,868  
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2,965  2,981  
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生活保護費 生活保護人員 

（百万円） 

（百万円） 

（生活保護人員：年間平均値） 

（人） 
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【平成26年度　歳出全体に占める扶助費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

【平成26年度　歳出全体に占める老人福祉費・扶助費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）
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【平成26年度　歳出全体に占める児童福祉費・扶助費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

【平成26年度　歳出全体に占める生活保護費・扶助費の割合】
（府内14市および類団平均との比較）

　歳出全体に占める老人福祉費・児童福祉費・生活保護費の割合を、府内14市などと比較すると
　すべて高い水準となっており、今後も扶助費のあり方を検討していく必要があると考えられます。
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＜扶助費と民生費＞
　扶助費は、社会保障制度の一環として、各種法令や市独自の制度に基づいて行う福祉サー
ビスの提供に直接必要な経費です。
　民生費は、行政の目的別に分類した経費であり、社会福祉の充実を目的に使われた経費で、
扶助費だけではなく、人件費や、保育所・地域福祉センターなどの福祉施設の整備や運営など
の経費も含まれています。

■ 平成27年度民生費に占める扶助費の割合 ■

■ 民生費（目的別）の推移 ■

■ 民生費（目的別）に占める内訳の割合の推移 ■

民生費
（27,542 百万円）

扶助費 

（17,575百万円） 

63.8％ 
人件費 

（2,324百万円） 

8.4％ 

その他 

（7,643百万円） 

27.8％ 

3,511 3,999 4,064 4,378 4,893 5,187 5,244 5,449 6,274 6,615 
3,337 3,693 3,733 3,861 4,198 4,349 4,517 4,494 
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10,952 10,527 10,465 11,435 
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19.9% 21.3% 21.1% 21.8% 19.9% 21.2% 20.7% 20.8% 23.1% 24.0% 

18.9% 19.7% 19.3% 19.2% 
17.0% 17.8% 17.9% 17.2% 17.6% 17.1% 

38.8% 37.7% 38.7% 37.9% 44.5% 43.0% 41.4% 43.8% 41.6% 40.3% 
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（百万円）  

17,668 

 

27,154 

 

27,542 
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8 投資的経費

　投資的経費は、宇治中学校改築事業や河川等災害復旧事業などの影響により、前年度比
25.3％減の3,902百万円となった
（26年度：5,227百万円、27年度：3,902百万円）

■ 投資的経費の推移 ■
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■ 投資的経費の財源内訳 ■ 

一般財源等 市債 国・府支出金 
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19,251 

28,088 
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【市民一人あたりの投資的経費】 
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10,610 

10,207 

6,050 

3,990 

5,860 5,554 
4,095 

11,730 

5,482 

11,076 

20,670 

10,357 

4,245 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

（円） 

【市民一人あたりの投資的経費の推移】 

土木費 教育費 その他 
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9 健全化判断比率（平成26年度）

　実質赤字比率と連結実質赤字比率は、黒字のため算定されなかった

　実質公債費比率については、2.4％となった

　将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回り、算定されなかった

■ 健全化判断比率の対象となる会計の範囲 ■

＜実質赤字比率＞
　一般会計等が黒字か赤字かを判断する指標です（一般会計等の赤字の標準財政規模に
対する比率）。

＜連結実質赤字比率＞
　一般会計だけでなく、国民健康保険や下水道、水道事業などすべての特別会計を対象と
して赤字を判断する指標です（全会計の赤字の標準財政規模に対する比率）。

＜実質公債費比率＞
　市債の元利償還金等の一般会計等に対する負担を判断する指標です（一般会計等が、
負担しなければならない元利償還金等の標準財政規模に対する比率）。

＜将来負担比率＞
　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の一般会計等に対する負担を判断する指標
です（一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率）。

＜早期健全化基準と財政再生基準＞
　地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、
当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければ
なりません。
　また、再生判断比率（健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた3つの指標）のいず
れかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日まで
に、「財政再生計画」を定めなければなりません。

一部事務組合・広域連合

うち公営
企業会計

地方公社・第三セクター等

将
来
負
担
比
率

実
質
公
債
費
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
赤
字
比
率

一般会計等

公営事業会計

(1)

(3)

(2)

一般会計

特別会計等

【平成26年度 実質赤字比率】（府内14市および類団平均との比較） 
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　平成26年度の宇治市の早期健全化基準は11.63％となりましたが、黒字のため、実質
赤字比率は算定されませんでした。
　財政再生基準は、20％となっており、早期健全化基準は、市町村の財政規模に応じ
11.25％～15％となっています。

　平成26年度の宇治市の早期健全化基準は16.63％となりましたが、黒字のため、連結
実質赤字比率は算定されませんでした。
　財政再生基準は、30％となっており、早期健全化基準は、市町村の財政規模に応じ
16.25％～20％となっています。

【平成26年度 実質公債費比率】（府内14市および類団平均との比較） 
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【平成26年度 実質赤字比率】（府内14市および類団平均との比較） 
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【平成26年度 連結実質赤字比率】(府内14市および類団平均との比較) 

連結実質赤字比率 早期健全化基準 

財政再生基準 
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　平成26年度の宇治市の実質公債費比率は2.4％となりました。
　財政再生基準は、35％となっており、早期健全化基準については、25％となっています。

　平成26年度の宇治市の将来負担比率は充当可能財源等が将来負担額を上回り、算定
されませんでした。
　早期健全化基準は、350％となっています。
　なお、将来負担比率には、財政再生基準の設定はありません。
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【平成26年度 実質公債費比率】（府内14市および類団平均との比較） 
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【平成26年度 将来負担比率】（府内14市および類団平均との比較） 

将来負担比率 早期健全化基準 
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（参考）平成27年度　健全化判断比率等（速報値）

 平成27年度の健全化判断比率等については、あくまで速報値であり、関係機関による精査の結果、
確定値と差異が生じる場合があります。

【健全化判断比率】

※ 実質赤字比率と連結実質赤字比率は、黒字のため「－」で表示している。
※ 将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回り、算定されなかったため「－」で

表示している。

【資金不足比率】

※ 資金不足比率は、各会計で不足額が生じていないため「－」で表示している。

一般会計等が黒字か赤字を判断する指標（一般
会計等の赤字の標準財政規模に対する比率）

－ 11.61%

公共下水道事業会計 －

水道事業会計

実質赤字比率 20.00%

20.0%

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の一
般会計等に対する負担を判断する指標（一般会
計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政
規模に対する比率）

20.0%－

経営健全化基準資金不足比率

350.0%

数値

市債の元利償還金等の一般会計等に対する負
担を判断する指標（一般会計等が、負担しなけれ
ばならない元利償還金等の標準財政規模に対す
る比率）

30.00%16.61%

一般会計だけでなく、国民健康保険や下水道、水
道事業などすべての特別会計を対象として、赤字
を判断する指標（全会計の赤字の標準財政規模
に対する比率）

35.0%25.0%

特別会計の名称

実質公債費比率

将来負担比率 －

2.1%

連結実質赤字比率 －

化基準 基準
説明

早期健全 財政再生
健全化判断比率

本市
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財務書類4表（平成26年度）

　財務書類4表は、「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」
の4つの書類により、構成されています。本市では、平成20年度決算から「総務省方式改定モデ
ル」により財務書類の作成を行っています。

＜貸借対照表＞
　会計年度末における、地方公共団体の財政状態を表します。「資産の部」に計上している
財産をどのような財源で調達したかについて、将来世代の負担部分を「負債の部」に、過去・
現役世代の負担部分を「純資産の部」に計上しています。

＜行政コスト計算書＞
　一会計期間における、資産形成を伴わない経常的な行政活動に伴う費用の状況を表しま
す。「経常行政コスト」には、経常的な行政サービスを提供するために発生したコストを計上し、
「経常収益」には、行政サービスの対価としての収入、すなわち受益者負担相当分を計上して
います。

＜純資産変動計算書＞
　一会計期間において、「貸借対照表」の「純資産の部」に計上されている各項目がどのよう
に変動したかを表します。主な純資産の減少要因としては、「行政コスト計算書」で算出した
「純経常行政コスト」、増加要因としては、市税・地方交付税等の「一般財源」、国・府からの
「補助金等受入」等が挙げられます。

＜資金収支計算書＞
　一会計期間における、本市の行政活動に伴う現金等の資金の流れを、性質の異なる3つの
活動に分けて表します。「期首歳計現金残高」は前年度普通会計の形式収支であり、「期末
歳計現金残高」は当該年度普通会計の形式収支と一致します。

■ 連結の範囲 ■

10

 

 

 

一般会計 一部事務組合・広域連合

墓地公園事業特別会計 城南衛生管理組合

飲料水供給施設事業特別会計 淀川木津川水防事務組合

京都府自治会館管理組合

京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合

京都府後期高齢者医療広域連合

国民健康保険事業特別会計 京都地方税機構

後期高齢者医療事業特別会計 地方三公社

介護保険事業特別会計 宇治市土地開発公社

簡易水道事業特別会計 第三セクター等

公共下水道事業特別会計 公益財団法人　宇治市公園公社

公益財団法人　宇治市文化センター

一般財団法人　宇治市霊園公社

一般財団法人　宇治廃棄物処理公社

水道事業会計 一般財団法人　宇治市福祉サービス公社

公益財団法人　宇治市野外活動センター

普通会計

特別会計

団体・法人

公営企業会計

- 33 -



■ 普通会計財務書類 ■

【1．貸借対照表】
（単位　千円）

 １．公共資産  １．固定負債
 (1)有形固定資産 189,768,619  (1)地方債
 (2)売却可能資産 450  (2)長期未払金

公共資産　計 189,769,069  (3)退職手当引当金
 ２．投資等  (4)損失補償等引当金
 (1)投資及び出資金 472,425 固定負債　計
 (2)貸付金 108,055  ２．流動負債
 (3)基金等 4,829,107  (1)翌年度償還予定地方債
 (4)長期延滞債権 1,086,218  (2)短期借入金
 (5)回収不能見込額 △ 215,388  (3)未払金

投資等　計 6,280,417  (4)翌年度支払予定退職手当
 ３．流動資産  (5)賞与引当金
 (1)現金預金 5,082,634 流動負債　計

うち歳計現金 451,692 負債合計
 (2)未収金 314,031

流動資産　計 5,396,665 純資産合計
資産合計 201,446,151 負債・純資産合計

【2．行政コスト計算書】
(単位　千円）

(構成比率)

51,764,431
11,230,906 21.7%
10,194,423 19.7%

359,157 0.7%
677,326 1.3%

10,942,041 21.1%
5,816,086 11.2%

758,321 1.5%
4,367,634 8.4%

29,084,846 56.2%
17,243,057 33.3%
4,464,415 8.6%
7,003,632 13.5%

373,742 0.7%
506,638 1.0%
534,233 1.0%

△ 27,595 -0.1%
0 0.0%

2,611,007
1,532,871
1,078,136

5.0%

49,153,424（差引）純経常行政コスト

145,688,736
201,446,151

貸方
負債の部

純資産の部

40,781,638

6,645,330

　 (2)退職手当引当金繰入等

借方
資産の部

0

総額

0

7,688,442

経常収益／経常行政コスト
 ２．分担金・負担金・寄附金

55,757,415

　 (4)他団体への公共資産整備補助金等

 経常行政コスト
 １．人にかかるコスト
　 (1)人件費

　 (3)その他行政コスト

経常収益

　 (1)社会保障給付

 １．使用料・手数料

　 (1)支払利息
　 (2)回収不能見込計上額

 ３．移転支出的なコスト

　 (3)賞与引当金繰入額

677,326

4,978,219
0

642,005
49,112,085

989,785

　 (3)減価償却費

　 (3)他会計等への支出額

 ４．その他のコスト

　 (2)補助金等

 ２．物にかかるコスト
　 (1)物件費
　 (2)維持補修費
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【3．純資産変動計算書】 （単位　千円）
期首純資産残高 146,384,952

 純経常行政コスト △ 49,153,424
 一般財源 34,378,343
　　地方税 23,701,652
　　地方交付税 6,887,119
　　その他行政コスト充当財源 3,789,572
 補助金等受入 14,856,147
 臨時損益 △ 673,372
　　災害復旧事業費 △ 635,493
　　公共資産除売却損益 0
　　その他 △ 37,879
 無償受贈資産受入 0
 その他 △ 103,910

期末純資産残高 145,688,736

【4．資金収支計算書】 （単位　千円）
 １．経常的収支額 8,899,497
　　　経常的支出 46,072,969
　　　経常的収入 54,972,466
 ２．公共資産整備収支額 △ 1,925,861
　　　公共資産整備支出 4,566,826
　　　公共資産整備収入 2,640,965
 ３．投資・財務的収支額 △ 7,139,072
　　　投資・財務的支出 9,634,975
　　　投資・財務的収入 2,495,903
 ４．当該年度歳計現金増減額 △ 165,436

期首歳計現金残高 617,128
期末歳計現金残高 451,692

■ 財務書類4表の相関図 ■

1．貸借対照表 2．行政コスト計算書

　　・　・　・

　　・　・　・
3．純資産変動計算書

4．資金収支計算書

借方 貸方

－

資産の部

収入

歳計現金

負債の部

純資産の部

期末歳計現金残高

期首歳計現金残高

歳計現金増減額
+

一般財源、補助金等受入

支出
＝

＝
臨時損益等

＝

±

期末純資産残高

-
経常行政コスト

純経常行政コスト

＝
経常収益

純経常行政コスト

+

-
期首純資産残高
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■ 連結財務書類 ■

【1．貸借対照表】
（単位　千円）

 １．公共資産  １．固定負債
 (1)有形固定資産 292,661,373  (1)地方公共団体
 (2)無形固定資産 1,329  (2)関係団体
 (3)売却可能資産 450  (3)長期未払金

公共資産　計 292,663,152  (4)引当金
 ２．投資等  (5)その他
 (1)投資及び出資金 357,264 固定負債　計
 (2)貸付金 108,958  ２．流動負債
 (3)基金等 6,101,129  (1)翌年度償還予定地方債
 (4)長期延滞債権 1,880,570 　　　うち地方公共団体
 (5)その他 3,464 　　　うち関係団体
 (6)回収不能見込額 △ 767,453  (2)短期借入金

投資等　計 7,683,932  (3)未払金
 ３．流動資産  (4)翌年度支払予定退職手当
 (1)資金 11,347,414  (5)賞与引当金
 (2)未収金 2,377,465  (6)その他
 (3)その他 232,714 流動負債　計
 (4)回収不能見込額 △ 329,748 負債合計

流動資産　計 13,627,845 純資産の部
 ４．繰延勘定

繰延勘定　計 79,515
資産合計 314,054,444 負債・純資産合計

【2．行政コスト計算書】
(単位　千円）

(構成比率)

107,989,602
13,885,935 12.9%
12,399,780 11.5%

781,624 0.7%
704,531 0.7%

19,185,330 17.8%
9,952,608 9.2%
1,332,041 1.2%
7,900,681 7.3%

71,348,329 66.1%
62,607,992 58.0%
8,366,595 7.7%

373,742 0.3%
3,570,008 3.3%
1,577,843 1.5%

189,437 0.2%
1,802,728 1.7%

4,978,219

84,988,963

7,977,557

借方
資産の部

貸方

1,545,334

95,967,755

負債の部

532
9,392,905

40,021

　 (3)減価償却費

2,999,338

1,030,287
773,589

14,554,498

　 (2)退職手当引当金繰入等
　 (1)人件費

 経常行政コスト
 １．人にかかるコスト

総額

314,054,444

1,955,504
2,300,477

 純資産合計 203,532,191

517,084

110,522,253

　 (2)維持補修費
　 (1)物件費

　 (3)賞与引当金繰入額
 ２．物にかかるコスト

　 (3)その他行政コスト

 ４．その他のコスト
　 (1)支払利息
　 (2)回収不能見込計上額

　 (3)他団体への公共資産整備補助金等

 ３．移転支出的なコスト

　 (2)補助金等
　 (1)社会保障給付
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40,197,394
1,905,959

22,305,531
9,200,932
6,281,756

503,216
37.2%

67,792,208（差引）純経常行政コスト

 ３．保険料

 ５．その他特定行政サービス収入
経常収益／経常行政コスト

 ４．事業収益

 １．使用料・手数料
 ２．分担金・負担金・寄附金

経常収益

【3．純資産変動計算書】

（単位　千円）

期首純資産残高 203,767,747

 純経常行政コスト △ 67,792,208

 一般財源 34,367,127

　　地方税 23,701,652

　　地方交付税 6,887,119

　　その他行政コスト充当財源 3,778,356

 補助金等受入 34,815,447

 臨時損益 △ 676,148

　　災害復旧事業費 △ 635,493

　　公共資産除売却損益 △ 21

　　投資損失 △ 45,450

　　その他 4,816

 資産評価替えによる変動額 △ 103,910

 無償受贈資産受入 16,022

 その他 △ 861,886

期末純資産残高 203,532,191

【4．資金収支計算書】

（単位　千円）

 １．経常的収支額 10,424,456

　　　経常的支出 99,802,619

　　　経常的収入 110,227,075

 ２．公共資産整備収支額 △ 1,683,936

　　　公共資産整備支出 8,719,903

　　　公共資産整備収入 7,035,967

 ３．投資・財務的収支額 △ 8,402,249

　　　投資・財務的支出 9,958,284

　　　投資・財務的収入 1,556,035

 ４．当該年度歳計現金増減額 338,271

期首歳計現金残高 6,327,722

期末歳計現金残高 6,665,993
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財務書類4表による分析

　平成26年度の連結財務書類により、京都府内において財務書類を公表している各市との
比較分析を行いました。

【将来世代に残る資産はどれくらいあるのか】（市民一人あたり資産額）

　地方公共団体が保有する資産を、市民一人当たりで比較したものです。この値が高ければ
資産形成が比較的進んでいると言えます。本市は、この中では一番低い水準となっています
が、厳しい財政状況の中で、今後の資産形成や、資産の維持管理を、どのように行っていくか
が課題となっています。

【財政に持続可能性があるのか】（市民一人あたり負債額）

　地方公共団体が保有する負債を、市民一人当たりで比較したものです。この値が低ければ
将来負担する負債が少ないと言えます。本市は、この中では一番低い水準となっています。
今後も、負債総額が過大とならないように、引き続き持続可能な財政運営に取り組む必要が
あります。
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【行政サービスは効率的に提供されているか】（市民一人あたり純経常行政コスト）

　純経常行政コストとは、資産形成に結びつかない行政サービスを提供するために要した
コストを言います。この値が低ければ比較的効率的な財政運営がなされていると言えます。
本市は、この中では2番目に低い水準となっています。

【将来世代の負担は適切か】（将来世代負担比率）

　これまでの資産形成について、将来世代の負担にどの程度頼っているかの度合いを
表しており、負債合計を資産合計で除して算出します。本市は、この中では6番目に高い
水準となっています。
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普通会計の歳入・歳出決算額を１/１００００にして、一般家庭に例えると・・・

万円 【前年度 同額 】

【前年度比 16 万円増】

【前年度比 1 万円増】

【前年度比 2 万円減】

【前年度比 7 万円減】

【前年度比 7 万円減】

【前年度比 1 万円減】

万円 【前年度 同額 】

【前年度比 5 万円増】

【前年度比 5 万円増】

【前年度比 5 万円増】

【前年度比 1 万円減】

【前年度比 13 万円減】

【前年度   同額】

【前年度比 1 万円減】

【前年度比 1 万円減】

【前年度比 8 万円減】

万円

預貯金の引き出し

一定の方法により算出した額で、歳入が歳出
より少ないために国から交付される地方交付税
です。

万円

親からの仕送り

給与などの収入

67

市の基本的な収入となる市税や譲与税、交付金、
使用料、手数料、国府支出金などです。

基金からの取崩し額です。

宇 治 市 の 家 計 簿

道路や河川の整備、市営住宅、小学校大規模改
修などの費用の借金です。

603

家・車購入のため

前年度からの繰越金

万円

万円

支　出

借り入れ
29

13

607収　入

万円

489

4

万円

国が配分する地方交付税の資金がないため、不
足分を国と市で半分ずつ借金しています。

万円

一般会計から特別会計（国民健康保険、介護保
険、公共下水道など）への繰出金です。

万円

教育費と、民生費のうちの児童福祉費です。

万円

光熱水費をはじめ、人件費や扶助費、維持補修費
などです。

生活資金のため

5

家や車の購入 39

75

156子どもの教育費など

保険料・下水道費用

預貯金の積立

生活費など

3

252

基金への積立額です。

年度末の基金の現在高です。

24貸付金など

万円

万円

貸し付け事業（宇治市中小企業低利融資事業、土
地開発公社への貸付金など）の費用です。毎年度
末には返還されます。

54

道路や河川の整備、市営住宅、小学校大規模改
修などの費用です。

これまで借金した分の元利金払いです。

預貯金残高 万円

預 貯 金 と 借 金 の 状 況

ローンの返済

万円

万円

借金残高

94

450 万円 年度末の市債現在高です。
（利息は含みません）
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